
（日時）令和３年６月３０日（水）　14:00～16:00

（場所）名古屋合同庁舎１号館  １１階運輸大会議室
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　　　（10）国土交通省等における最近の主な取組 ・・・資料11
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　　◆　バリアフリープロモーターに関するお願い ・・・資料15

〇　閉会
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                                 資料１                       

移動等円滑化評価会議 中部分科会 設置要綱 

                                    

（組織）  

第１条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）

第４条第１項及び第５２条の４に基づき国土交通省において設置された移動等円滑化評

価会議の下に、中部地域における移動等円滑化の進展状況を把握、及び評価するため、中

部分科会（以下「分科会」という）を設置する。   

 

（役割） 

第２条 分科会は、次に掲げる事項を行う。 

（１）中部地域内の移動等円滑化の進展状況の把握・評価 

（２）中部地域内の事業者・施設設置管理者・自治体等による先進的な取組の情報提供等 

（３）その他必要な事項 

 

（委員・分科会長） 

第３条 

（１）分科会の委員は、移動等円滑化に係る施策に関し知見を有する者で構成する。 

（２）分科会に、分科会長を置く。 

（３）分科会長は、事務局が選出し、委員の承認をもって決定する。  

（４）分科会長は、分科会を招集し、議事その他の会務を総理する。 

 

（事務局） 

第４条 事務局は、中部運輸局交通政策部バリアフリー推進課及び中部地方整備局企画部企

画課に設置する。 

 

（その他） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、分科会の運営に関するその他必要な事項は、分科会

長が分科会に諮って定める。 

 

附則 

 この設置要綱は、令和元年７月 １日から適用する。  

 この設置要綱は、令和３年６月３０日から改正する。 



【令和 3年 6月 30 日現在】 

 
移動等円滑化評価会議 中部分科会 委員名簿 

 
中部大学 工学部都市建設工学科 磯部友彦 教授 
日本福祉大学 健康科学部福祉工学科 村井裕樹 准教授 
 
 
社会福祉法人 ＡＪＵ自立の家 
社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会 
公益財団法人 愛知県老人クラブ連合会 
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 
特定非営利活動法人 子育て支援のＮＰＯまめっこ 
特定非営利活動法人 愛知県精神障害者家族会連合会 
愛知県障害者スポーツ指導者協議会 
社会福祉法人 愛知県盲人福祉連合会 
公益社団法人 静岡県聴覚障害者協会 
一般財団法人 岐阜県身体障害者福祉協会 
特定非営利活動法人 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター 
特定非営利活動法人 ＵＤほっとねっと 
福井市ボランティア連絡協議会 
福井市身体障害者福祉連合会 
 
東海旅客鉄道 株式会社 
中部国際空港 株式会社 
中部鉄道協会 
中部バス協会（公益社団法人 愛知県バス協会） 
中部タクシー協会連合会（名古屋タクシー協会） 
東海北陸旅客船協会 
 
愛知県 
静岡県 
岐阜県 
三重県 
福井県 
名古屋市 
静岡市 
浜松市 



ユニバーサルデザイン推進本部の立ち上げ

東京オリンピック・パラリンピック大会のレガシーとしての「真の共生社会の実現」を図るとともに、障害当事者目線に立った施策を展開し
ていくため、本省・地方局にそれぞれユニバーサルデザイン推進本部を立ち上げ、国・地方が一体となって、共生社会ホストタウンをはじめ
とする、全国の市町村における「心のバリアフリー」や「ユニバーサルデザインの街づくり」の推進を図る。

○本省各局・地方局の取組状況の情報共有
○共生社会ホストタウンの取組に関する地方
本部と連携した支援

本省推進本部における施策

○地方ブロック一体となったマスタープラン・バリアフリー基本構想の策定促進
○バリアフリー教室等の共同開催など心のバリアフリーの推進
○共生社会ホストタウン市町村への主導的な支援 等

地方ブロック推進本部における施策

推進体制

○鉄道局鉄道サービス政策室長
○鉄道局都市鉄道政策課長
○鉄道局技術企画課長
○自動車局旅客課長
○海事局内航課長
○海事局安全政策課船舶安全基準室長
○港湾局産業港湾課長
○港湾局技術監理室長
○航空局航空ネットワーク企画課長
○航空局航空事業課長
○観光庁観光産業課長
○観光庁参事官（外客受入）

（地方整備局）

○企画部
○営繕部
○建政部
○河川部
○道路部
○港湾空港部

（北海道開発局）
○開発監理部等

本省ユニバーサルデザイン推進本部 地方ブロックユニバーサルデザイン推進本部
（本部長）

総合政策局長

（本部員）

○総合政策局安心生活政策課長
○大臣官房官庁営繕部整備課長
○総合政策局総務課政策企画官
○総合政策局事業総括調整官
○総合政策局地域交通課長
○不動産・建設経済局情報活用推進課長
○都市局街路交通施設課長
○都市局公園緑地・景観課長
○水管理・国土保全局河川環境課長
○道路局環境安全・防災課長
○住宅局住宅総合整備課長
○住宅局建築指導課長

（地方運輸局）

○交通政策部
○鉄道部
○自動車交通部
○海事振興部
○海上安全環境部
○観光部

（地方航空局）

○空港部 ○総務部

（沖縄総合事務局）
○運輸部 ○開発建設部

（副本部長）

総合政策局次長
○各地方ブロックとも、地方運輸局・地方整備局等の幹部・
課長クラスで構成

資料２

ayqbzh-wp3a
四角形



ユニバーサルデザイン推進本部（地方ブロックの主要議題）

バリアフリー法改正や新たなバリアフリー整備目標策定を踏まえ、地方部のバリアフリー整備の加速化や基本構想等の
策定促進等を図るため、本省・地方に「ユニバーサルデザイン推進本部」を設置し、推進体制を強化

１．基本的考え方

（１）マスタープラン・基本構想の策定促進

○ 地方本部の一丁目一番地は、マスタープラン・基本構想の策定促進 ――― バリアフリー目標の達成の鍵は、本
部のプロモート活動の積極的実施
○ 本部員が日頃から付き合いのある自治体とのつながりをフルに活用したり、市町村の実情に詳しい都道府県担当者
を巻き込むことにより、本部員が緊密に連携して働きかけを実施

（２）バリアフリー教室等の共同開催

○ 整備局や市町村と共同してバリアフリー教室を開催する等、心のバリアフリーを本部のテーマとして取り上げ

（３）共生社会ホストタウンに対する主導的な支援

○ オリパラ大会のレガシーは「真の共生社会の実現」―― 国交省は大会終了後も共生社会ＨＴの取組を主導的に
支援。共生社会ＨＴにおける基本構想等の策定や心のバリアフリーの取組を継続的にフォロー。

（４）その他

○ 地方本部の本旨は、会議の開催そのものではなく、推進体制を構築すること
○ 今後のバリアフリーのキーワードは、「当事者参画」 ―― 地方本部で問題意識を共有し、当事者参画の取組に
ついて本部で検討

２．地方ブロックユニバーサルデザイン推進本部で取り扱う議題



 
 

令和３年３月２６日 
本省ブロックユニバーサルデザイン推進本部 

 
ユニバーサルデザイン推進本部の設置について（設置規約） 

 
１．設置の趣旨 
  東京オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとしての「真
の共生社会の実現」に向け、より障害当事者目線に立ったバリアフリ
ー・ユニバーサルデザイン施策を展開するため、国土交通省に、本省
にあっては「本省ユニバーサルデザイン推進本部」（以下「本省本部」
という。）を、各地方ブロックにあっては「地方ブロックユニバーサル
デザイン推進本部」（以下「地方本部」という。）を設置する。 

 
２．本省本部 
（１）本部員等 
  本省本部の本部員は、次のとおりとする。ただし、本省本部の本部
長は、必要があると認めるときは、その本部員を追加することができる。 

  本省本部の本部長は、必要があると認めるときは、高齢者、障害者
等の立場からの専門的識見を有する者を追加することができる。 

 
  総合政策局長【本部長】、総合政策局次長【副本部長】、 
  総合政策局安全生活政策課長、大臣官房官庁営繕部整備課長、 
  総合政策局総務課政策企画官、総合政策局事業総括調整官、 
  総合政策局地域交通課長、不動産・建設経済局情報活用推進課長、 
  都市局街路交通施設課長、都市局公園緑地・景観課長、 
  水管理・国土保全局河川環境課長、道路局環境安全・防災課長、 
  住宅局住宅総合整備課長、住宅局建築指導課長、 
  鉄道局鉄道サービス政策室長、鉄道局都市鉄道政策課長、 
  鉄道局技術企画課長、自動車局旅客課長、海事局内航課長、 
  海事局安全政策課船舶安全基準室長、港湾局産業港湾課長、 
  港湾局技術企画課技術監理室長、航空局航空ネットワーク企画課長、 
  航空局航空事業課長、観光庁観光産業課長、観光庁参事官（外客受入） 
 
（２）事務局 
  本省本部の事務局は、総合政策局安心生活政策課に置き、関係各局
等の協力を得て、その事務を処理する。 

 
（３）その他 
  前各項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な
事項は、本省本部の本部長が決定する。 

 
３．地方本部 



 
 

（１）本部員 
  地方本部の本部員は、別表のとおりとする。ただし、地方本部の本
部長は、必要があると認めるときは、その本部員を追加することがで
きる。 

 
（２）本部長及び副本部長 
  ① 地方本部に、それぞれ、本部長を置く。 
  ② 地方本部の本部長は、それぞれ、地方運輸局交通政策部長（沖

縄ブロックにあっては沖縄総合事務局運輸部長）をもって充てる。 
  ③ 地方本部に、それぞれ、副本部長２名を置く。 
  ④ 地方本部の副本部長は、それぞれ、地方整備局企画部（北海道

ブロックにあっては北海道開発局開発監理部、沖縄ブロックにあ
っては沖縄総合事務局開発建設部）に属する者及び地方運輸局交
通政策部次長をもって充てる。 

 
（３）事務局 
  各地方本部の事務局は、地方ブロック区分に従い、それぞれ地方運
輸局交通政策部消費者行政・情報課又は内閣府沖縄総合事務局運輸部
企画室に置き、地方ブロック内の関係部局等の協力を得て、その事務
を処理する。 

 
（４）その他 
  前各項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な
事項は、本部長が決定する。 



本省 北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄

本部名称
本省

ユニバーサルデザイン
推進本部

北海道ブロック
ユニバーサルデ
ザイン推進本部

東北ブロック
ユニバーサルデ
ザイン推進本部

関東ブロック
ユニバーサルデ
ザイン推進本部

中部ブロック
ユニバーサルデ
ザイン推進本部

近畿ブロック
ユニバーサルデザイ

ン推進本部

中国ブロック
ユニバーサルデ
ザイン推進本部

四国ブロック
ユニバーサルデ
ザイン推進本部

九州ブロック
ユニバーサルデ
ザイン推進本部

沖縄ブロック
ユニバーサルデ
ザイン推進本部

※地方本部副本部長
開発局
開発監理部
開発調整課長

整備局企画部
環境調整官

整備局企画部環
境調整官

整備局企画部環
境調整官

整備局企画部  環境
調整官

整備局企画部技
術企画官

整備局企画部環
境調整官

整備局企画部環
境調整官

沖縄総合事務局
開発建設部
技術企画官

※地方本部副本部長
運輸局
交通政策部次長

運輸局
交通政策部次長

運輸局
交通政策部次長

運輸局
交通政策部次長

運輸局
交通政策部次長

運輸局
交通政策部次長

運輸局
交通政策部次長

運輸局
交通政策部次長

(空席）

安心生活政策課長

運輸局
交通政策部
消費者行政・情
報課長

運輸局
交通政策部
消費者行政・情
報課長

運輸局
交通政策部
消費者行政・情
報課長

運輸局
交通政策部
消費者行政・情
報課長

運輸局交通政策部
消費者行政・情報課
長
神戸運輸監理部総務
企画部物流施設対策
官

運輸局
交通政策部
消費者行政・情
報課長

運輸局
交通政策部
消費者行政・情
報課長

運輸局
交通政策部
消費者行政・情
報課長

沖縄総合事務局
運輸部企画室長

総務課政策企画官

事業総括調整官

開発局
開発監理部
開発調整課
課長補佐（総務）

整備局企画部
企画課長

整備局企画
広域計画課長

整備局企画部
企画課長

整備局企画部
企画課長

整備局企画部
企画課長

整備局企画部
企画課長

整備局企画部
企画課長

沖縄総合事務局
建設行政課長

地域交通課長
運輸局
交通政策部
交通企画課長

運輸局
交通政策部
交通企画課長

運輸局
交通政策部
交通企画課長

運輸局
交通政策部
交通企画課長

運輸局交通政策部
交通企画課長
神戸運輸監理部
総務企画部企画課長

運輸局
交通政策部
交通企画課長

運輸局
交通政策部
交通企画課長

運輸局
交通政策部
交通企画課長

沖縄総合事務局
運輸部企画室長

官庁営繕部 整備課長

開発局営繕部
営繕整備課
課長補佐
（建築総括）

整備局営繕部
整備課長

整備局営繕部
整備課長

整備局営繕部
整備課長

整備局営繕部
整備課長

整備局営繕部
整備課長

整備局営繕部
整備課長

整備局営繕部
整備課長

沖縄総合事務局
開発建設部
営繕課長

不動産・
建設経済局

情報活用推進課長

街路交通施設課長

公園緑地・景観課長

水管理・国土保
全局

河川環境課長
開発局建設部
河川計画課
課長補佐（技術）

整備局河川部
河川環境課長

整備局河川部
河川環境課長

整備局河川部
河川環境課長

整備局河川部
河川環境課長

整備局河川部
河川環境課長

整備局河川部
河川計画課長

整備局河川部
河川環境課長

沖縄総合事務局
開発建設部
河川課長

道路局 環境安全・防災課長

開発局建設部
道路維持課
課長補佐（交安）
地方整備課
地域事業管理官

整備局道路部
交通対策課長
地域道路課長

整備局道路部
交通対策課長
地域道路課長

整備局道路部
交通対策課長
地域道路課長

整備局道路部
交通対策課長
地域道路課長

整備局道路部
交通対策課長
地域道路課長

整備局道路部
地域道路課長
道路管理課長

整備局道路部
交通対策課長
地域道路課長

沖縄総合事務局
開発建設部
道路管理課長
道路建設課長

整備局建政部
都市・住宅整備
課長

地方ブロックユニバーサルデザイン推進本部 本部員リスト

総合政策局

都市局

-

整備局建政部
都市整備課長

整備局建政部
都市整備課長

整備局建政部
都市整備課長

沖縄総合事務局
開発建設部
建設産業・地方整
備課長

開発局
事業振興部
都市住宅課
課長補佐（都市）

整備局建政部
都市・住宅整備
課長

整備局建政部
都市・住宅整備
課長

運輸局
交通政策部
消費者行政・情報
課長

運輸局
交通政策部次長

整備局企画部事
業調整官

北陸信越ブロック
ユニバーサルデ
ザイン推進本部

北陸

整備局企画部
広域計画課長

整備局道路部
交通対策課長
地域道路課長

整備局河川部
河川計画課長

整備局建政部
都市・住宅整備課
長

整備局営繕部
整備課長

運輸局
交通政策部
交通企画課長

-

整備局建政部
都市整備課長

別表



本省 北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄

本部名称
本省

ユニバーサルデザイン
推進本部

北海道ブロック
ユニバーサルデ
ザイン推進本部

東北ブロック
ユニバーサルデ
ザイン推進本部

関東ブロック
ユニバーサルデ
ザイン推進本部

中部ブロック
ユニバーサルデ
ザイン推進本部

近畿ブロック
ユニバーサルデザイ

ン推進本部

中国ブロック
ユニバーサルデ
ザイン推進本部

四国ブロック
ユニバーサルデ
ザイン推進本部

九州ブロック
ユニバーサルデ
ザイン推進本部

沖縄ブロック
ユニバーサルデ
ザイン推進本部

地方ブロックユニバーサルデザイン推進本部 本部員リスト

北陸信越ブロック
ユニバーサルデ
ザイン推進本部

北陸

別表

住宅総合整備課長

建築指導課長

鉄道サービス政策室長

都市鉄道政策課長

技術企画課長

自動車局 旅客課長

運輸局
自動車交通部
旅客第一課長・
旅客第二課長

運輸局
自動車交通部
旅客第一課長・
旅客第二課長

運輸局
自動車交通部
旅客第一課長・
旅客第二課長

運輸局
自動車交通部
旅客第一課長・
旅客第二課長

運輸局
自動車交通部旅客
第一課長・旅客第二
課長

運輸局
自動車交通部
旅客第一課長・
旅客第二課長

運輸局
自動車交通部
旅客課長

運輸局
自動車交通部
旅客第一課長・
旅客第二課長

沖縄総合事務局
運輸部
陸上交通課長

内航課長

運輸局
海事振興部
旅客・船舶産業
課長

運輸局
海事振興部
海事産業課長

運輸局
海事振興部
旅客課長

運輸局
海事振興部
旅客課長

運輸局海事振興部
旅客課長
神戸運輸監理部
海事振興部旅客課長

運輸局
海事振興部
旅客課長

運輸局
海事振興部
海運・港運課長

運輸局
海事振興部
旅客課長

沖縄総合事務局
運輸部
海事振興調整官

安全政策課
船舶安全基準室長

運輸局
海上安全環境部
首席海事技術専
門官

運輸局
海上安全環境部
首席海事技術専
門官

運輸局
海上安全環境部
首席海事技術専
門官

運輸局
海上安全環境部
船舶安全環境課長・
首席海事技術専門
官（首席船舶検査
官・首席運航労務監
理官）

運輸局
海上安全環境部
首席海事技術専門官
神戸運輸監理部
海上安全環境部
首席海事技術専門官

運輸局
海上安全環境部
首席海事技術専
門官

運輸局
海上安全環境部
首席海事技術専
門官

運輸局
海上安全環境部
首席海事技術専
門官

沖縄総合事務局
運輸部
首席海事技術専
門官

産業港湾課長

技術監理室長

航空ネットワーク企画課長

航空事業課長

北海道連携推進
調整官

東北連携推進調
整官

東京航空局
空港部管理課長

東京航空局
総務部
航空振興課長

（東京航空局空港
部管理課長（静
岡））

（大阪航空局
中部空港事務所
広域空港管理官
（愛知））

大阪航空局空港部
管理課長

大阪航空局総務部
航空振興課長

(大阪航空局
広島空港事務所
広域空港管理
官)

（大阪航空局
高松空港事務所
広域空港管理
官）

（大阪航空局
福岡空港事務所
広域空港管理
官）

（大阪航空局
那覇空港事務所
広域空港管理
官）

観光産業課長

観光庁参事官（外客受
入）

-
※運輸局と整備局の管
轄区域が異なる場合の
対応

- - -
近畿地方整備局
（福井県域関係）

- - - - -

航空局

東京航空局空港部管理課長
東京航空局総務部航空振興課長

沖縄総合事務局
運輸部企画室長

運輸局観光部
観光企画課長

運輸局観光部
観光企画課長
神戸運輸監理部
総務企画部企画課長

運輸局観光部
観光企画課長

運輸局観光部
観光企画課長

観光庁
運輸局観光部
観光戦略推進官

運輸局観光部
観光企画課長

運輸局観光部
観光企画課長

運輸局観光部
観光企画課長

（東京航空局
新潟空港事務所
広域空港管理官）

（大阪航空局
中部空港事務所
広域空港管理官）

大阪航空局空港部管理課長
大阪航空局総務部

航空振興課長

港湾局

開発局
港湾空港部
港湾計画課
課長補佐（技術）・
港湾行政課
港湾管理官

整備局港湾空港
部港湾管理課長

整備局港湾空港
部港湾管理課長

整備局港湾空港
部港湾管理課長

沖縄総合事務局
開発建設部
建設産業・地方
整備課長

整備局建政部
都市・住宅整備
課長

沖縄総合事務局
開発建設部
港湾空港防災・
危機管理課長

沖縄総合事務局
運輸部
陸上交通課長・
車両安全課長

運輸局鉄道部
計画課長・技術
課長

整備局港湾空港
部港湾管理課長

整備局港湾空港
部港湾管理課長

住宅局

鉄道局

整備局建政部
住宅整備課長

整備局建政部
住宅整備課長

整備局建政部
都市・住宅整備
課長

海事局

運輸局鉄道部
計画課長

運輸局鉄道部
計画課長

運輸局鉄道部
監理課長・計画課
長・技術第一課
長・技術第二課長

運輸局鉄道部
計画課長

関東地方整備局
（長野県域関係）

運輸局観光部
観光企画課長

整備局港湾空港
部港湾管理課長

運輸局海事部
首席海事技術専
門官

運輸局
海事部
海事産業課長

運輸局
自動車交通部
旅客課長

運輸局鉄道部
計画課長・技術課
長

整備局建政部
都市・住宅整備課
長

運輸局鉄道部
計画課長・技術
課長

運輸局鉄道部
計画課長・技術
課長

整備局港湾空港
部港湾管理課長

開発局
事業振興部
都市住宅課
課長補佐（住宅）

整備局建政部
都市・住宅整備
課長

整備局建政部
住宅整備課長

整備局建政部
住宅整備課長

整備局港湾空港部
港湾管理課長

運輸局鉄道部
監理課長・計画課
長・技術課長
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バリアフリー法におけるマスタープラン
・基本構想について
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）の概要

道路/路外駐車場
（旅客特定車両停留施設を追加）旅客施設及び車両等

都市公園

建築物

（公立小中学校
を追加）

・ 市町村が作成するマスタープランや基本構想に基づき、地域
における重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進

・ 基本構想には、ハード整備に関する各特定事業及び「心の
バリアフリー」に関する教育啓発特定事業を位置づけること
で、関係者による事業の実施を促進（マスタープランには具
体の事業について位置づけることは不要）

・ 定期的な評価・見直しの努力義務

ハード面の移動等円滑化基準の適合については、新設等は義務、
既存は努力義務

新設等・既存にかかわらず、基本方針において各施設の整備目
標を設定し、整備推進

各施設設置管理者に対し、情報提供、優先席・車椅子用駐車施
設等の適正利用推進のための広報・啓発活動の努力義務
公共交通事業者等に対し、以下の事項を義務・努力義務化
・旅客施設等を使用した役務の提供の方法に関するソフト基準
の遵守（新設等は義務、既存は努力義務）
・他の公共交通事業者等からの協議への応諾義務
・旅客支援、職員に対する教育訓練の努力義務
・ハード・ソフト取組計画の作成・取組状況の報告・公表義務
（一定規模以上の公共交通事業者等）

３．公共交通施設や建築物等のバリアフリー化の推進 ４．地域における重点的・一体的なバリアフリー化の推進

１．国が定める基本方針

○移動等円滑化の意義及び目標 ○施設設置管理者が講ずべき措置 ○移動等円滑化促進方針（マスタープラン）の指針
○基本構想の指針 ○国民の理解の増進及び協力の確保に関する事項
○情報提供に関する事項 ○その他移動等円滑化の促進に関する事項

【バリアフリー基準適合義務の対象施設】

・高齢者、障害者等の関係者で構成する会議を設置し、定期的に、移動等円滑化の進展の状況を把握・評価（移動等円滑化評価会議）

５．当事者による評価

駅

駅

病院

市役所 公園

駐車場

福祉施設

商業施設

福祉施設

路線バス

公園

駐車場

商業施設

商業施設

市の中心部

旅客施設を中心とした
生活拠点

【マスタープラン及び基本構想のイメージ】

： 移動等円滑化促進地区

移動等円滑化促進地区
かつ重点整備地区：

： 生活関連施設

： 生活関連経路

２．国、地方公共団体、施設設置管理者、国民の責務

※令和２年法改正の内容について、赤字は令和２年６月19日施行
青字は令和３年４月１日施行
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移動等円滑化促進方針（マスタープラン）とは

3

• マスタープランの位置づけ、マスタープラン作成の背景、移動等円滑化促進地区の特性、マスタープランの計画期間等を記載。

●生活関連施設・生活関連経路
• 生活関連施設、生活関連経
路を位置づけ。

• 生活関連施設、生活関連経
路に関するバリアフリー化の促
進に関する事項を記載。

●移動等円滑化の促進に関する事項
• 移動等円滑化促進地区における
バリアフリー化の促進に関する事項
を記載。

• 旅客施設、道路の新設等の際に届け出る事項を記載。 • 市町村の求めに応じて提供すべき情報の内容等を記載。

●移動等円滑化促進地区の位置・区域
• 移動等円滑化促進地区の位置、地区の範囲、
地区の境界設定の考え方を記載。

○ 移動等円滑化に係る基本的な方針

◎ 移動等円滑化促進地区

◎ 行為の届出に関する事項 ○ バリアフリーマップの作成等に関する事項

旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等※が利用する施設が集積している地区において、市町村が面的・一体的なバリア
フリー化の方針を示すもの。
具体的な事業化の動きがなくても、市町村全域にわたる方針を示すなど、地域におけるバリアフリー化の考え方を共有することが可能。

●移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進及び移動
等円滑化の実施に関するこれらの者の協力の確保に関する事項
• 住民その他の関係者における障害の理解や協力の必要性・重要性を記載。
• 住民その他の関係者が取り組むべき「心のバリアフリー」に関する取組を記載。

［R2.6.19追加］

※高齢者、障害者等：高齢者、全ての障害者（身体障害者のみならず知的障害者、精神障害者、及び発達障害者
を含む。）及び妊産婦等、日常生活又は社会生活において身体の機能上の制限を受ける者は全て含まれる。



移動等円滑化促進方針（マスタープラン）作成のメリット

○ 事業に関する調整の容易化

○ バリアフリーマップ作成等の円滑化
• マスタープランにバリアフリーマップの作成等について明記し
た場合、各施設の管理者等からバリアフリー化の状況等
を報告させることができ、円滑な情報収集が可能となる。

• 市町村が目指すバリアフリー化の方向性を示すことにより、
複数の関係者間で認識が共有され、事業者に事業化
に向けた準備期間を設けることができる。

• 後述の届出制度を通じて事業者との調整が可能となる
など、段階的な施設のバリアフリー整備が可能となる。

○ 道路や公園等のバリアフリー化に対する交付金の重点配分
• 道路事業や市街地整備事業、都市公園・緑地等事業等において
歩行空間の整備や公園施設のユニバーサルデザイン化を図る場合、
マスタープランに位置づけられた地区は、社会資本整備総合交付金
等の重点配分の対象となる。

バリアフリーマップの作成例（高槻市）

対象施設
義 務：旅客施設、特定道路
努力義務：特定路外駐車場、特定公園施設、特別特定建築物

情報提供の内容 エレベーターの有無／障害者対応のトイレ
や駐車施設の有無・数 等

以下の施設の管理者等に求めることができる
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○ 当事者のまちづくりへの参加
• 地域住民である高齢者、障害者等の意見反映措置に
より、当事者参加による誰もが参加しやすいまちづくりが
可能となる。

○ 届出制度による交通結節点における施設間連携の推進
• 旅客施設と道路の境界等において改修等を行う場合に、事前に改
修工事の内容等を市町村に届け出てもらうことが可能となり、連続
したバリアフリー化が確保されるよう改修内容を変更する等の要請を
行うことができるなど、施設間の連携を図ることができる。

届出対象範囲
●生活関連施設である旅客施設：
・他の生活関連旅客施設
・生活関連経路を構成する道
路法による道路又は市町村
が指定する一般交通用施設

●生活関連経路である道路：
・生活関連旅客施設
・市町村が指定する生活関連
経路を構成する一般交通用
施設

届

出

工
事
着
手

計
画
の
変
更

必
要
な
措
置

の
要
請

支障なし

支障あり

届出の流れ 工事着手の30日前まで

改
修
等
の
計
画

以下の施設間の出入口部分が対象



バリアフリー基本構想とは

●重点整備地区の位置・区域
• 重点整備地区の位置、地区の範囲、地区の境界設定の考え方を記載。

●生活関連施設・生活関連経路
• 生活関連施設（３以上）、生活関連経路を位置づけ。
• 生活関連施設、生活関連経路に関するバリアフリー化に関する事項を記載。

●移動等円滑化のために必要な
事項
• 重点整備地区におけるバリア
フリー化に関する事項を記載。

✡市街地開発事業との調整
✡駐輪施設の整備等の市街地改善
✡交通手段の充実
✡ソフト施策 等

●実施すべき特定事業に関する事項

• 事業内容
• 事業者
• 事業実施時期
等を記載。

• 対象施設
• 整備内容

旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集積している地区において、市町村が面的・一体的なバリアフリー
化の方針を示すもの。
具体的な事業化の動きがなくても、市町村全域にわたる方針を示すなど、地域におけるバリアフリー化の考え方を共有することが可能。

◎ 重点整備地区

旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集積している地区において、公共交通機関、道路、路外駐車場、
都市公園、建築物等のバリアフリー化を重点的・一体的に推進するために、市町村が作成する具体的な事業を位置づけた計画。
基本構想の作成を通じて施設管理者相互の連携・調整を行い、移動の連続性の観点から面的・一体的なバリアフリー化が可能となる。

• 基本構想の位置づけ、作成の背景、重点整備地区の特性、
計画期間等を記載。

• 市町村の求めに応じて提供すべき情報の内容等を
記載。

○ 移動等円滑化に係る基本的な方針 ○ バリアフリーマップの作成等に関する事項

［R2.6.19「教育啓発特定事業」追加］
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バリアフリー基本構想作成のメリット

○当事者のまちづくりへの参加

○ 公共施設等適正管理推進事業債
（ユニバーサルデザイン事業） の活用

○ バリアフリーマップ作成等の円滑化

○ 公共交通特定事業計画に係る地方債の特例
• 旅客施設におけるバリアフリー整備を公共交通特定事業
に位置づけ、国庫補助金の交付対象となる場合に限り、
当該事業に助成を行う場合に、地方財政法第５条の規
定によらず、地方債の対象経費とすることができる。

• 基本構想に基づく公共施設等のバリアフリー改修事業等につい
ては、一定の要件のもと、公共施設等適正管理推進事業債に
おけるユニバーサルデザイン事業の対象となる。（充当率：90％、
交付税措置率：30％（財政力に応じて最大50％まで引上げ））

○ バリアフリー法に基づく公共施設等のバリアフリー改修事業やその他の公共
施設等のユニバーサルデザイン化のための改修事業

＜バリアフリー改修の例＞
･･･車いす使用者用トイレ等の整備、出入口の段差解消、
エレベーターの整備、視覚障害者用ブロックの整備 等

＜その他のユニバーサルデザイン改修の例＞
･･･授乳室や託児室の整備、多言語による案内を行うための
施設の整備、観光施設等における洋式トイレの整備 等

対象事業

デジタルサイネージの整備
事業費：数十万円～数百万円（１台）

多目的トイレの整備
事業費：４００万円程度

【事業イメージ】

出入口の段差解消
事業費：３０万円程度

• 基本構想にバリアフリーマップの作成等について明記した場
合、各施設の管理者等からバリアフリー化の状況等を報告
させることができ、円滑な情報収集が可能となる。

（総務省作成資料より）

○ 道路、公園等及び鉄道駅のバリアフリー化
事業に対する交付金・補助金の重点配分

• 道路事業や市街地整備事業、都市公園・緑地等事業等
において歩行空間の整備や公園施設のユニバーサルデザイ
ン化を図る場合、基本構想に位置づけられた地区は、社
会資本整備総合交付金等の重点配分の対象となる。

• 鉄道駅のバリアフリー化の整備に関する補助制度について、
基本構想に位置づけられた鉄道駅の事業は、補助金の重
点配分の対象となる。

対象施設
義 務：旅客施設、特定道路
努力義務：特定路外駐車場、特定公園施設、特別特定建築物

情報提供の内容
エレベーターの有無、
障害者用のトイレや駐車施設の有無・数 等
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○ 既存施設も含めたバリアフリー整備の推進
• 特定事業を設定することにより、既存施設もバリアフリー整備の義
務化の対象となり、バリアフリー化を推進することが可能となる。

• 地域住民である高齢者、障害者等の意見反映措置により、当
事者参加による誰もが参加しやすいまちづくりが可能となる。



都道府県による市町村に対する支援について

• 地方公共団体規模別の先進事例の紹介
• 基本構想等作成に関する勉強会やセミナーの開催
• 基本構想等の作成・見直し時の財政・人的支援
• 具体の事業を実施する際の関係機関等との調整
• 旅客施設が市町村境界に存する場合などの広域的
な見地からの調整

• 協議会への参画
• 各施設設置管理者に対する特定事業計画作成の
働きかけ

• 施設設置管理者としての意見・協力
• 県内市町村における共通運用ルールなどのとりまとめ

等

管内市区町村の作成状況の
提供＜神奈川県＞
都道府県のホームページにおいて管
内市町村の基本構想の作成状況を
提供しており、基本構想未作成の市
町村等に対して、先進事例を提供す
る有効な手段となっている。

○ 市町村が都道府県に期待する主な役割

○マスタープラン・基本構想を作成する自治体は、必要に応じて都道府県から必要な
助言その他の援助を求めることができる。

○都道府県は、市町村の境界を越えた面的なバリアフリー化の調整の仲介等や、他の
市町村の作成事例等の提供を行うなど、広域的な見地から支援することが重要。

＜市町村によるマスタープラン・基本構想作成における都道府県の関与＞

セミナーの開催
＜奈良県＞
県、運輸局、整備局で「基
本構想作成推進セミナー」を
共催。
セミナーと合わせて各市町
村に個別説明等を実施した
結果、基本構想の作成につ
ながった例もある。

（H30「基本構想作成における都道府県の関与の実態把握
等に関するアンケート調査」（国土交通省）より）

＜神奈川県ホームページより＞

＜近畿運輸局ホームページより＞
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都道府県 市町村
岩手県 遠野市
千葉県 千葉市
東京都 大田区
富山県 射水市
三重県 伊勢市
大阪府 堺市
兵庫県 明石市
奈良県 奈良市
山口県 宇部市
福岡県 飯塚市
大分県 大分市

計11市区

※堺市の計画については、移動等円滑化促進地区等は今後定められることとなっている。

移動等円滑化促進方針作成市町村一覧 　　(令和3年3月末時点)

資料４－２

ayqbzh-wp3a
四角形



都道府県 市町村 都道府県 市町村 都道府県 市町村
札幌市 千葉市 大和市
小樽市 市川市 伊勢原市
旭川市 船橋市 座間市
室蘭市 松戸市 大磯町
釧路市 野田市 二宮町
北見市 習志野市 新潟市

苫小牧市 柏市 長岡市
江別市 市原市 柏崎市
千歳市 流山市 新発田市
滝川市 八千代市 見附市
深川市 我孫子市 糸魚川市

富良野市 鎌ケ谷市 上越市
恵庭市 浦安市 南魚沼市
伊達市 袖ケ浦市 湯沢町
枝幸町 千代田区 魚津市
遠軽町 港区 射水市

青森県 青森市 新宿区 石川県 金沢市
盛岡市 文京区 福井市
一関市 台東区 敦賀市
仙台市 墨田区 甲府市
松島町 江東区 山梨市

秋田県 秋田市 品川区 笛吹市
山形市 目黒区 上野原市
南陽市 大田区 松本市
福島市 世田谷区 岡谷市

会津若松市 中野区 諏訪市
郡山市 杉並区 塩尻市

いわき市 豊島区 茅野市
水戸市 北区 岐阜市
日立市 荒川区 多治見市
土浦市 板橋区 中津川市
石岡市 練馬区 瑞浪市
笠間市 足立区 羽島市
取手市 葛飾区 恵那市

ひたちなか市 渋谷区 美濃加茂市
宇都宮市 八王子市 土岐市
栃木市 武蔵野市 各務原市
佐野市 三鷹市 可児市
鹿沼市 府中市 瑞穂市
日光市 調布市 笠松町
小山市 町田市 垂井町

那須塩原市 小金井市 静岡市
下野市 日野市 浜松市
前橋市 羽村市 沼津市
高崎市 横浜市 熱海市

伊勢崎市 川崎市 三島市
さいたま市 相模原市 富士宮市

熊谷市 平塚市 伊東市
川口市 鎌倉市 島田市
所沢市 藤沢市 富士市

東松山市 小田原市 焼津市
深谷市 茅ヶ崎市 藤枝市
入間市 逗子市 御殿場市
白岡市 三浦市 袋井市
小川町 秦野市 名古屋市
寄居町 厚木市 岡崎市

岐阜県

栃木県

静岡県

神奈川県
埼玉県

北海道
千葉県

東京都

茨城県

群馬県

愛知県

宮城県
山梨県

山形県

長野県
福島県

基本構想作成市町村一覧 　　(令和3年3月末時点)

神奈川県

富山県

岩手県 福井県

新潟県

資料４－３

ayqbzh-wp3a
四角形



都道府県 市町村 都道府県 市町村 都道府県 市町村
瀬戸市 門真市 高松市

春日井市 摂津市 丸亀市
豊川市 高石市 松山市
刈谷市 藤井寺市 今治市
豊田市 東大阪市 高知県 高知市
日進市 泉南市 北九州市
知多市 四條畷市 福岡市

阿久比町 交野市 大牟田市
津市 大阪狭山市 久留米市

伊勢市 阪南市 筑紫野市
松阪市 島本町 大野城市
桑名市 神戸市 古賀市
亀山市 姫路市 福津市
大津市 明石市 糸島市
彦根市 西宮市 遠賀町
長浜市 芦屋市 佐賀県 唐津市

近江八幡市 加古川市 長崎市
草津市 宝塚市 佐世保市
守山市 川西市 熊本県 熊本市
栗東市 播磨町 大分市
甲賀市 奈良市 別府市
野洲市 大和郡山市 宮崎県 宮崎市
高島市 橿原市 鹿児島県 鹿児島市
米原市 香芝市 那覇市
竜王町 葛城市 宮古島市
京都市 五條市

福知山市 河合町 計 ３０９市町村
宇治市 桜井市
亀岡市 斑鳩町
向日市 上牧町

長岡京市 和歌山市
八幡市 橋本市

京田辺市 田辺市
木津川市 高野町
大山崎町 那智勝浦町
精華町 鳥取市
大阪市 米子市
堺市 倉吉市

岸和田市 松江市
豊中市 出雲市
池田市 江津市
吹田市 倉敷市
高槻市 笠岡市
貝塚市 津山市
守口市 広島市
枚方市 呉市
茨木市 三原市
八尾市 尾道市

泉佐野市 福山市
富田林市 東広島市
寝屋川市 廿日市市

河内長野市 大竹市
松原市 海田町
大東市 坂町
和泉市 下関市
箕面市 山口市
柏原市 周南市

羽曳野市 徳島県 徳島市

島根県

岡山県

山口県

愛知県

大阪府

兵庫県

滋賀県

奈良県

京都府

大阪府

広島県

長崎県

大分県

沖縄県

和歌山県

鳥取県

香川県

愛媛県

三重県
福岡県



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 歩道が狭く、電柱が通行の妨げになっ

ている。 

● 横断歩道の前に勾配があるため、待っ

ているのが大変。 

 それぞれの施設にバリアが残っている。 

● 点字ブロックがつ

ながっていない。 

● 点字ブロックの上

に自転車が駐輪し

ている。 

● 手すりを使うと階段を斜めに上り下り

しなければならず危険。 

● 駅舎内に段差がある。 

● 手すりの両端に水平部分がなく、階段

の途中から手すりがはじまっている。 

 施設ごとにバラバラにバリアフリー化が進められている。 

あなたのまちのバリアフリー化について、 

お困りのことはありませんか？ 

● 病院がバリアフリー化されているのに、歩道が狭いので車いすで通

院できない！ 

● 駅前がバリアフリー化されたのに、駅舎内に段差があるので電車に

乗りづらい！ 

● 歩道に点字ブロックが整備されたのに、建物内につながっていない！ 

バリアフリーのマスタープラン、基本構想の 

作成・改善に関わる住民提案制度のご紹介 

 誰もが暮らしやすいまちづくりを進めるために、バリアフリーの考え

方を広く共有したい・・・。 

国土交通省 総合政策局 バリアフリー政策課 解決策が 

あります！ 

資料５

ayqbzh-wp3a
四角形



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 関係する事業者・建築主などは、基本構想に基づ

き、具体的な事業計画を作成し、事業を実施して

いくことになります。 

● バリアフリー法に基づき、駅を中心とした地区や、高齢者・障害者などが利用する施設が集まった地

区（「重点整備地区」と言います）において、駅・道路・建物などのバリアフリー化を重点的かつ一体

的に推進するため、市町村が、その地区における 

バリアフリー化のための方針、事業等を内容とす

る「基本構想」を作成することができます。 

車椅子使用者用駐車施設 

● 駅を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区（「移動等円滑化促進地区」）

において、面的・一体的なバリアフリー化の方針を市町村が示すものです。 

● マスタープランの作成により、基本構想を作成していない自治体や基本構想を作成していない地区等

で、道路や駅施設、建築物等の具体施設のバリアフリー化事業の調整が難しい段階においてもバリア

フリー化を促進させることができます。 

● なお、基本構想作成を済みの地区でも、更なるバリアフリー化の促進に向けてマスタープラン制度を

活用し、バリアフリー化の方針を再設定することもできます。 

 駅、道路、建物などの連続したバリアフリー化を進めるために、 

市町村がバリアフリーのマスタープラン・基本構想を作成する制度があります。 

基本構想等の素案を検討する際の留意点 

 バリアフリー基本構想の概要 

 マスタープラン（移動等円滑化促進方針）の概要 

＜市町村への事前の相談・問合せについて＞ 

● 市町村ごとにまちなみのつくり方や考え方が異なるため、どのようなものを素案として住民に求め

るかは、各市町村によって異なります。 

● 各市町村に事前相談の仕組みがある場合もありますので、素案作成の前に市町村に相談・問合せを

することが望ましいです。 

保健・医療・福祉施設 

商業施設 

駅を含まない重点整備地区 

教育・文化施設等 

保健・医療・福祉施設 

駐車場 

公園・運動施設 

官公庁等 

教育・文化施設等 

駐車場 

信号機 

旅客施設 

情報アクセス・コミュニケーション 心のバリアフリー 

商業施設 

官公庁等 

歩道 

宿泊施設 

重点整備地区 

保健・医療・福祉施設 

資料５
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住民組織の提案による簡易な基本構想（素案）の例＜茨城県土浦市＞ 

 

 

 
 

○ 基本構想の素案について 

提案された基本構想（素案）は、以下の 3 項目が示された簡易なものです。 

 １ 基本構想策定は，高齢者・障害者がよく利用し，観光客も多い土浦駅周

辺～土浦港，ショッピングモール 505～亀城公園までを一体的に整備する

こと。 

 ２ 基本構想策定・推進は，企画から現場の調査，施工，事後評価に至るまで高

齢者・障害者等当事者が深く関与できる参画の仕組みをつくること。 

 ３ ユーザーエキスパート※や，参加したい人すべてが参加できる公募の仕組

みをつくること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役 割 ：①重点整備地区の設定 

②バリアフリー基本構想の検討 

③バリアフリー化の推進策の検討 

メンバー：学識経験者、道路管理者、公安委員会、公共交通事業者、

高齢者・障害者団体、公募による市民等 

活動内容：①目的施設・移動経路等の検討 

②まち歩き点検ワークショップ 

③利用者要望のとりまとめ 

メンバー：高齢者、障害者、地域住民、学識経験者、市担当課等 

事務局： 土浦市 都市整備部 都市計画課 

各会議の運営 

土浦市バリアフリー基本構想策定協議会 

意見交換会 

● 基本構想等の素案には、基本的に以下の３点（①～③）が記載されている必要があります。 

土浦市では、バリアフリー新法に基づく住民提案制度ができる前から、市

民団体がまちのバリアフリー化に向けた取組みを進めていました。電車や

バスの乗車点検、シンポジウム、勉強会などを経て作成されたバリアフリ

ー基本構想（素案）が、平成 19 年 7 月に市へ提案されました。 

① 生活関連施設 ・・・連続したバリアフリー化をして欲しい施設 

② それらの施設をつなぐルート 

土浦市の担当者も参加した勉強会 

③ どのように改善してほしいか 

土浦市からのアドバイス 

「住民提案の動きがある団体の情報

があった際には、積極的に協働し提

案提出につなげることで、ニーズを

早期に把握するとともに、自治体の

政策にある程度沿った提案につなげ

ることができると思います。」 

Ｄ道路 

 基本構想等の素案に必要なこと 

＜そのほかの留意点＞ 

● 市町村に提案する前に、仲間内で話し合ってほかの人の意見も聞いて取り入れたり、ほかの市民グル

ープの方と一緒に取り組むと、市町村に提案が受け入れやすくなります。 

● 提案の際は、口頭で要望を伝えるのではなく、必要な事項を記載したものを市町村の担当部署に提出

してください。 

 バリアフリーの基本構想等の作成・見直しを市町村に提案する際には、 

必要な事項を記載した計画の「素案」を作成して、市町村に提出します。 

● 市町村がバリアフリーに関するマスタープランや基本構想を作成していない場合や、作成していて

も、それを見直してほしい場合には、利用者、住民、NPO 法人、公共交通事業者などのみなさまが、

市町村に対して、バリアフリーに関するマスタープランや基本構想の作成・変更を提案できます。 

※ユーザーエキスパート：自分自身や近親者が障害を持っている等の理由でバリアフリーに詳しい方。 

Ａ駅に、エレベーターをつけて欲しい。Ｂ病院に、車椅子駐車スペースを増やして欲しい。 

Ｃ福祉施設に、案内までの点字ブロックを整備して欲しい。Ｄ道路の歩道を広くしてほしい。 

素案の内容 

（イメージ） 

提案を行った市民団体から 

「市の担当者や事業者も含

め、誰でも参加できる意見交

換会の開催を求めました。意

見交換会で、理解と信頼を深

めることができました。」 
素案受理後の土浦市バリアフリー

基本構想の策定体制 

Ａ駅 

Ｄ道路 

Ｃ福祉施設 Ｂ病院 

Ａ駅、Ｂ病院、Ｃ福祉施設 



総合政策局 バリアフリー政策課 03-5253-8111（内線:25-506） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP 3 みんなで考えたことを市町村に提

案しましょう！ 

● 「①生活関連施設」、「②それらの施設をつな

ぐルート」、「③どのように改善してほしい

か」を計画の素案としてまとめ、地元の市町

村に提案しましょう。 

３．自治体内部での検討 

４．マスタープラン・基本構想の作成の決定 

５．マスタープラン・基本構想の作成の着手 

・「素案」の提出 

・バリア箇所の要望 

・受付要件を満たすように聞き取り・助言 

・採用される判断基準について説明・助言 

（提案された「素案」に対して

庁内で議論します） マスタープラン・基本構想を作成

しないことの決定 

マスタープラン・基本構想として検

討・作成しない場合でも、ほかの事

業の参考としたり、個別対応が可能

であるか検討します。 

※バリアフリーのマスタープランと基本構想の作成や見直しについては、「移動等円滑化促進方針・バリアフ

リー基本構想作成に関するガイドライン」も参照してください。 
  https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000012.html 

１．住民提案の検討（素案の作成） 

STEP 1 みんなと一緒にまちのバリアを発

見しましょう！ 

● みんな（地元の町内会、商店街組合など、同

じ地域にお住いの方々など）と一緒に、駅、

道路、建物などの「バリア」を探しましょう。 

STEP 2 みんなでバリアフリーのまちについて話し合いましょう！ 

● まちを移動する視点から、駅、道路、建物などがバリアフリー化され

ているかどうか、みんなと話し合いましょう。 

● 早めに市町村に相談して、アドバイスを受けることも大事です。 

２．自治体受付 

 次のような流れで、バリアフリーの基本構想等を市町村に提案することができます。 

北海道運輸局交通政策部  バリアフリー推進課  011-290-2725 
東北運輸局交通政策部   バリアフリー推進課  022-791-7513 

関東運輸局交通政策部   バリアフリー推進課  045-211-7268 
北陸信越運輸局交通政策部 バリアフリー推進課  025-285-9152 
中部運輸局交通政策部   バリアフリー推進課  052-952-8047 

近畿運輸局交通政策部   バリアフリー推進課  06-6949-6431 
神戸運輸監理部      総務企画部      078-321-3145 
中国運輸局交通政策部   バリアフリー推進課  082-228-3499 

四国運輸局交通政策部   バリアフリー推進課  087-802-6727 
九州運輸局交通政策部   バリアフリー推進課  092-472-2333 
沖縄総合事務局運輸部   企画室        098-866-1812 

国土交通省各地方支分部局等お問合わせ先 

北海道開発局開発監理部   開発調整課  011-709-2311 
東北地方整備局企画部    企画課    022-225-2171 

関東地方整備局企画部    広域計画課  048-600-1330 
北陸地方整備局企画部    広域計画課  025-280-8880 
中部地方整備局企画部    企画課    052-953-8119 

近畿地方整備局企画部    企画課    06-6942-1141 
中国地方整備局企画部    企画課    082-221-9231 
四国地方整備局企画部    企画課    087-851-8061 

九州地方整備局企画部    企画課    092-471-6331 
沖縄総合事務局開発建設部  建設行政課  098-866-1908 

令和３年４月発行 

歩道（整備前） 歩道（整備後） 



中部における基本方針に定める
移動等円滑化の目標達成状況

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

資料６



2019年度末の

目標達成状況
2020年度末までの目標（令和2年度末）

鉄軌道

鉄軌道駅※1 92％

○3,000人以上を原則100％

○この場合、地域の要請及び支援の下、鉄軌道駅の構造等の制約条件を踏まえ可能な限りの整備を行う

○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態をふまえて可能な限りバリアフリー化

ホームドア・

可動式ホーム柵

858駅

（1,953番線）

車両扉の統一等の技術的困難さ、停車時分の増大等のサービス低下、膨大な投資費用等の課題を総合的に勘案し

た上で、優先的に整備すべき駅を検討し、地域の支援の下、可能な限り設置を促進

※交通政策基本計画において2020年度までに約800駅の整備を行う

鉄軌道車両 75％ 約70％

バス

バスターミナル※1 95％
○3,000人以上を原則100％

○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化

乗合バス

車両

ノンステップバス 61％ 約70％（対象から適用除外認定車両（高速バス等）を除外）

リフト付きバス等 6％ 約25％（リフト付バス又はスロープ付きバス。適用除外認定車両（高速バス等）を対象）

貸切バス車両 1,081台 約2,100台

船舶

旅客船ターミナル※1 100％

○3,000人以上を原則100％

○離島との間の航路等に利用する公共旅客船ターミナルについて地域の実情を踏まえて順次バリアフリー化

○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化

旅客船（旅客不定期航路事業の用

に供する船舶を含む。）
48％

○約50％

○5,000人以上のターミナルに就航する船舶は原則100％

○その他、利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化

航空
航空旅客ターミナル※1 87％

○3,000人以上を原則100％

○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化

航空機 99％ 原則100％

タクシー 福祉タクシー車両 37,064台 約44,000台

道路
重点整備地区内の主要な生活関連

経路を構成する道路
91％ 原則100％

都市公園

園路及び広場 57％※2 約60％

駐車場 48％※2 約60％

便所 36％※2 約45％

路外駐車場 特定路外駐車場 65％※2 約70％

建築物
2,000㎡以上の特別特定建築物の

ストック
61％ 約60％

信号機等
主要な生活関連経路を構成する道

路に設置されている信号機等
99％ 原則100％

基本方針に定める移動等円滑化の目標達成状況の概要（２０１９年度末）

※1 旅客施設は段差解消済みの施設の比率。1日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上のものが対象。

バリアフリー法に基づく基本方針に定められた整備目標達成に向け、移動等円滑化を推進。

※2 2019年度末の数値は集計中であるため2018年度末の数値

1



鉄 道

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
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中部の鉄軌道駅のバリアフリー状況（県別）

・利用者数が１日平均３千人以上である鉄軌道駅のバリアフリー化は、約８割強について実施済。
・県別にみると、岐阜県、福井県の進捗率が比較的高い。

※バリアフリー化率が全国平均より高い地域を赤塗り、低い地域を青塗りとする（以下、同じ）

（目標値：100％
愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 福井県

中部 全国

／2020年度末） 合計 合計

鉄軌道駅数 311 61 25 30 6 433 3,580

(うちトイレ設置駅数) 277 60 22 29 6 394 3,340

段差の解消駅数 279 53 24 26 6 388 3,288

割合 89.7% 86.9% 96.0% 86.7% 100.0% 89.6% 91.8%

視覚障害者誘導用
289 48 25 26 6 394 3,403

ブロック駅数

割合 92.9% 78.7% 100.0% 86.7% 100.0% 91.0% 95.1%

障害者トイレの設置駅数 237 48 18 22 6 331 2,956

割合 85.6% 80.0% 81.8% 75.9% 100.0% 84.0% 88.5%

3



段差の解消

※平成22年度までは旧基本方針に基づき1日当たりの平均的な利用者数
が5,000人以上の旅客施設、23年度以降は改訂後の基本方針（平成
23年4月１日施行）に基づき、1日当たりの平均的な利用者数が3,000
人以上の旅客施設の整備状況を示している。

※「障害者用トイレ」については、トイレを設置している旅客施設における
整備状況を示している。

中部の鉄軌道駅のバリアフリー化の推移
誘導用ブロック

障害者用トイレ

4



ホームドアの設置状況（全国）

◆ホームドアの整備目標
車両扉の統一等の技術的困難さ、停車時分の増大等のサービス低下、膨大な投資費用等の課題を総合的に
勘案した上で、優先的に整備すべき駅を検討し、地域の支援の下、可能な限り設置を促進する。
※交通政策基本計画において2020年度までに約800駅の整備を行う
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中部の鉄軌道車両のバリアフリー状況（県別）及び推移

・鉄軌道車両のバリアフリー化は、７割強について実施済み。
・県別に見ると、愛知県の進捗率が比較的高い。

※各県別の考え方は、本社所在地で割り振っている。なお、本社と路線地域が異なる場合、路線地域内の支社所在地より割り振っている。

（目標値：約70％／
2020年度末）

愛
知
県

静
岡
県

岐
阜
県

三
重
県

福
井
県

中部
合計

全国
合計

総数 5,343 227 54 73 64 5,761 52,648

基準適合車両 4,210 63 5 24 12 4,314 38,564

総数に対する割合 78.8% 27.8% 9.3% 32.9% 18.8% 74.9% 73.2%

6
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中部のバスターミナルのバリアフリー状況（県別）

・利用者数が１日平均３千人以上であるバスターミナルのバリアフリー化は、段差解消については１００％実施済。

（目標値：100％
愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 福井県

中部 全国

／2020年度末） 合計 合計

バスターミナル数 3 2 該当なし 該当なし 該当なし 5 47

（うちトイレ設置施設数） 3 2 - - - 5 40

段差の解消施設数 3 2 - - - 5 44

割合 100% 100% - - - 100% 93.6%

視覚障害者誘導用
3 2 - - - 5 45

ブロック施設数

割合 100% 100% - - - 100% 95.7%

障害者トイレの
3 2 - - - 5 30

設置施設数

割合 100% 100% - - - 100% 68.2%

8



中部のノンステップバスのバリアフリー状況（県別）及び推移

・ノンステップバスのバリアフリー化は、６割強の導入状況。
・県別に見ると、愛知県の進捗率が比較的高い。

※各県別の考え方は、バス事業者の営業所単位で運輸局に報告されたものの積み上げ。

（目標値：約70％
／2020年度末）

※適用除外認定車両を除く

愛
知
県

静
岡
県

岐
阜
県

三
重
県

福
井
県

中部
合計

全国
合計

総数 1,984 1,232 595 1,147 223 5,181 48,025

基準適合車両 1,637 799 260 506 158 3,360 29,373

割合 82.5% 64.9% 43.7% 44.1% 70.9% 64.9% 61.2%

9



リフト付きバス等の導入状況（地域別）

◆リフト付きバス等の導入の目標
適用除外認定車両については、令和２年度までに、その約２５％に当たる台数をリフト付き又はスロープ付き
バスとする等、高齢者、障害者等の利用の実態を踏まえて、可能な限りの移動等円滑化を実施する。

（目標値：約25％／
2020年度末）

※適用除外認定車両

北
海
道

東
北

北
陸
信
越

関
東

中
部

近
畿

中
国

四
国

九
州

沖
縄
県

合計

リフト付きバス等

総数 951 1,517 988 3,207 1,045 1,971 905 555 2,017 361 13,517

対象車両 34 66 14 195 111 140 65 4 111 6 746

割合 3.6% 4.4% 1.4% 6.1% 10.6% 7.1% 7.2% 0.7% 5.5% 1.7% 5.5%
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福祉タクシー

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
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中部の福祉タクシーの導入状況（県別）

・県別に見ると、愛知県の導入数が多い。

（目標値：約44,000台／
R2年度末）

愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 福井県
中部
合計

全国
合計

基準適合車両 1,748 741 261 267 196 3,213 37,064

うちUDタクシー 1,180 444 149 46 59 1,878 21,736

12



旅客船

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
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中部の旅客船ターミナルのバリアフリー状況（県別）

・利用者数が１日平均３千人以上である旅客船ターミナルのバリアフリー化について、中部５県内のターミナル
は該当なし。全国の段差解消について進捗率は１００％、障害者用トイレの進捗率はについて進捗率は９割
強、視覚障害者誘導用ブロックの進捗率は７割強となっている。

（目標値：約100％／
愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 福井県

中部 全国

2020年度末） 合計 合計

旅客船ターミナル数 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 13

うちトイレ設置施設数 - - - - - - 13

段差解消施設数 - - - - - - 13

総施設数に対する割合 - - - - - - 100%

視覚障害者誘導用
- - - - - - 13

ブロック施設数

総施設数に対する割合 - - - - - - 78.6%

障害者トイレの設置
- - - - - - 13

施設数

うちトイレ設置施設数に
対する割合

- - - - - - 91.7% 14



中部の旅客船のバリアフリー状況（県別）及び推移

・旅客船のバリアフリー化は、３割強の実施。県別にみると愛知県の割合が比較的高い。

※各県別の考え方は、航路の起点により整理。なお、起点が管轄する運輸局等でない他県等の場合は、本社所在地の管轄する運輸局等で整理。

（目標値：約50％／
2020年度末）

愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 福井県
中部
合計

全国
合計

総数 18 18 4 28 1 69 686

基準適合車両 12 1 1 7 0 21 332

総数に対する割合 66.7% 5.6% 25.0% 25.0% 0.0% 30.4% 48.4%

15



航空

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
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中部の航空旅客ターミナルのバリアフリー状況（県別）

・利用者数が１日平均３千人以上である航空旅客ターミナルのバリアフリー化は、１００％実施済。

（目標値：100％
愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 福井県

中部 全国

／2020年度末） 合計 合計

航空旅客ターミナル数 2 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 2 38

(うちトイレ設置
2 ー ー ー ー 2 38

ターミナル数)

段差の解消数（施設数） 2 ー ー ー ー 2 33

総施設数に対する割合 100% ー ー ー ー 100% 86.8%

視覚障害者
2 ー ー ー ー 2 36

誘導用ブロック（施設数）

総施設数に対する割合 100% ー ー ー ー 100% 94.7%

障害者トイレの
設置施設数

2 ー ー ー ー 2 37

うちトイレ設置ターミナル数に
対する割合

100% ー ー ー ー 100% 97.4%

17



航空機のバリアフリー化の推移（全国）

◆航空機のバリアフリー化の目標
総機数約620機について、令和2年度までに、原則として全て移動等円滑化を実施する。

（公共交通移動等円滑化実績等報告による）

18



道 路

※地域については各地方整備局等の管轄区域を基本としており、内訳は以下のとおり。
北海道 （北海道）
東北 （青森県、岩手県、宮城県、福島県、秋田県、山形県）
関東 （茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県）
北陸 （新潟県、富山県、石川県）
中部 （静岡県、愛知県、岐阜県、三重県）
近畿 （福井県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県）
中国 （鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県）
四国 （徳島県、香川県、愛媛県、高知県）
九州 （福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）
沖縄 （沖縄県）

19



道路のバリアフリー化の推移（全国）

◆道路のバリアフリー化の目標
原則として重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する全ての道路について、令和2年度までに、移
動等円滑化を実施する。

20



都市公園

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
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都市公園のバリアフリー状況（県別）

・都市公園のバリアフリー化は、園路及び広場については５割強、駐車場については４割強、便所については
３割強の都市公園において実施済み。

・県別に見ると、園路及び広場については愛知県、駐車場については福井県、便所については静岡県の達成
率が比較的高い。

（目標値：約60％／2020年度末） 愛知県 静岡県 岐阜県 三重県
中部

福井県
全国

合計 合計

園路及び広場

総数 4,490 2,202 1,351 2,695 10,738 930 99,021

基準適合の数 3,357 1,429 444 1,391 6,621 399 58,465

割合 74.8% 64.9% 32.9% 51.6% 61.7% 42.9% 59.0%

（目標値：約60％／2020年度末） 愛知県 静岡県 岐阜県 三重県
中部

福井県
全国

合計 合計

駐車場

総数 427 364 217 169 1,177 75 9,242

基準適合の数 206 175 84 85 550 45 4,583

割合 48.2% 48.1% 38.7% 50.3% 46.7% 60.0% 49.6%

（目標値：約45％／2020年度末） 愛知県 静岡県 岐阜県 三重県
中部

福井県
全国

合計 合計

便所

総数 2,770 1,289 843 411 5,313 306 35,872

基準適合の数 1028 546 261 183 2,018 92 13,431

割合 37.1% 42.4% 31.0% 44.5% 38.0% 30.1% 37.4%
22



路外駐車場

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
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中部の特定路外駐車場のバリアフリー状況（県別）

・特定路外駐車場のバリアフリー化は、７割弱において実施済み。
・県別に見ると、愛知県、岐阜県、福井県の進捗率が比較的高い。

目標値：約70％

愛知県 静岡県 岐阜県 三重県

中部

福井県

全国

／2020年度末 合計 合計

総数[箇所] 167 93 41 49 350 17 3,073

基準適合の数[箇所] 131 54 31 32 248 12 2,169

割合 78.4% 58.1% 75.6% 65.3% 70.9% 70.6% 70.6%

24



建築物
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建築物のバリアフリー化の推移

◆建築物のバリアフリー化の目標
2000㎡以上の特別特定建築物の総ストックの約60パーセントについて、令和2年度までに、移動等円滑化を
実施する。

26



信号機等

※地域については管区警察局等の管轄区域を基本としており、内訳は以下のとおり。
北海道警察（北海道）
東北（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）
警視庁（東京都）
関東（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県）
中部（富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県）
近畿（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）
中国（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県）
四国（徳島県、香川県、愛媛県、高知県）
九州（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）

27



信号機等のバリアフリー化の推移（全国） ※警察庁資料

◆信号機等のバリアフリー化の目標
重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路に設置されている信号機等については、令和2年度
までに、原則として全ての当該道路において、音響信号機、高齢者等感応信号機等の信号機の設置、歩行者
用道路であることを表示する道路標識の設置、横断歩道であることを表示する道路標示の設置等の移動等円
滑化を実施する。

28



信号機等のバリアフリー状況（地域別） ※警察庁資料

北海道 東北 東京都 関東 中部

100.0% 99.7% 96.1% 99.7% 98.8%

近畿 中国 四国 九州

99.9% 99.7% 100.0% 100.0%

全国平均

99.0%

※管区警察局別

（警察庁資料による）

（令和元年度末時点）

・重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路に設置されている信号機等のバリアフリー化は、全
体的には着実に進んでいる。

29



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

基本構想の作成状況

資料７



全国における基本構想の作成状況 （令和３年３月末時点）

• 全国における基本構想は、309市区町において作成されており、作成率は約２割となっている。
• 人口規模が比較的大きい「市・区」で見ると、作成率は３分の１となっており、そのうち政令市・中核市・特別区は８割以

上となっている。

＜基本構想の作成自治体数＞

1

全国 市・区 町 村政令市 中核市 その他の市 特別区

作成率 17.7 ％ 35.0 ％ 95.0 ％ 84.5 ％ 27.5 ％ 91.3 ％ 3.2 ％ 0.0 ％

作成数 309 ／ 1741 285 ／ 815 19 ／ 20 49 ／ 58 196 ／ 714 21 ／ 23 24 ／ 743 0 ／ 183
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地域別 基本構想の作成状況 （令和３年３月末時点）

※ブロック内訳は、運輸局と同じ

北海道 東北 関東 北陸信越 中部

作成数 16 12 93 17 43

作成率
8.9 ％ 5.3 ％ 27.1 ％ 12.1 ％ 24.3 ％

16 ／ 179 12 ／ 227 93 ／ 343 17 ／ 141 43 ／ 177

うち市・区の作成率
40.0 ％ 14.3 ％ 41.2 ％ 26.7 ％ 38.1 ％

14 ／ 35 11 ／ 77 89 ／ 216 16 ／ 60 40 ／ 105

近畿 中国 四国 九州 沖縄

作成数 80 22 6 18 2

作成率
40.4 ％ 20.6 ％ 6.3 ％ 7.7 ％ 4.9 ％

80 ／ 198 22 ／ 107 6 ／ 95 18 ／ 233 2 ／ 41

うち市・区の作成率
63.1 ％ 37.0 ％ 15.8 ％ 15.7 ％ 18.2 ％

70 ／ 111 20 ／ 54 6 ／ 38 17 ／ 108 2 ／ 11

作成数 作成率 うち市・区の
作成率

全国 309 17.7 ％ 35.0 ％
309 ／ 1741 285 ／ 815

※赤塗り箇所：
全国平均以上

※青塗り箇所：
全国平均以下

※赤字：R2.3月末
からの変更箇所

（参考）
整備目標450市町村を
市・区で達成するためには、
作成率を55%超にする
必要がある。

2



中部における基本構想の作成状況 （令和3年３月末時点）

・中部における基本構想は、４３市町において作成されており、作成率は２４．３％となっている。
・「市」で見ると、作成率は３８．１％となっており、そのうち政令市・中核市は８割以上となっている。

3

＜基本構想の作成 自治体数＞

全国 中部 市 町 村
政令市 中核市 その他の市

作成率 17.7% 24.3% 38.1% 100% 66.7% 34.3% 4.4% 0.0%

作成数 309 / 1741 43 / 177 40 / 105 3 / 3 4 / 6 34 / 96 3 / 68 0 / 4
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県別 基本構想の作成状況 （令和２年３月末時点）
※ブロック内訳は、運輸局と同じ

4

愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 福井県

作成数 10 13 13 5 2

作成率
18.5% 37.1% 31.0% 17.2% 11.8%

10 / 54 13 / 35 13 / 42 5 / 29 2 / 17

うち市の
作成率

26.6% 56.5% 52.3% 35.7% 22.2%
9 / 38 13 / 23 11 / 21 5 / 14 2 / 9

作成数 作成率
うち市・区の ※赤塗り箇所：

作成率 全国平均以上

全国 309
17.7% 35.0% ※青塗り箇所：

309 / 1741 285 / 815 全国平均以下

中部 43
24.3% 38.1%

43 / 177 40 / 105

愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 福井県

春日井市 名古屋市 静岡市 焼津市 各務原市 可児市 津市 松阪市 福井市 敦賀市

岡崎市 豊田市 藤枝市 浜松市 瑞穂市 岐阜市 桑名市 亀山市

刈谷市 豊川市 富士市 島田市 土岐市 瑞浪市 伊勢市

瀬戸市 日進市 富士宮市 沼津市 中津川市 羽島市

阿久比町 知多市 袋井市 熱海市 恵那市 笠松町

三島市 伊東市 多治見市 美濃加茂市

御殿場市 垂井町

●バリアフリー基本構想受理自治体一覧（表記は受理年月日順）



ハード・ソフト取組計画の作成状況

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

資料８



公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推進

○エレベーターやホームドアの整備等、既存の施設を含む更なるハード対策、旅客支援等の
ソフト対策を一体的に推進する必要

ハード対策に加え、接遇・研修のあり方を含むソフト対策のメニュー
を国土交通大臣が新たに作成
一定規模以上の事業者※１が、ハード・ソフト取組計画※２の作成・取組状
況の報告・公表を行う

※１ ①平均利用者数が3000人以上／日である旅客施設を設置・管理する事業者
②輸送人員が100万人以上／年である事業者 等

※２ 計画に盛り込むべき項目：施設整備、旅客支援、情報提供、教育訓練、推進体制

【施設整備】 【旅客支援】 【情報提供】 【教育訓練】



ハード・ソフト一体となった取組 （ハード・ソフト計画制度）

移動等円滑化の状況が判断基準に照らして
著しく不十分であると認めるとき

国土交通大臣が、公共交通事業者等に対して、指導及び助言

公共交通事業者等が、毎年度、定期報告
Ⅰ 前年度の公共交通移動等円滑化計画の実施状況

(1) 移動等円滑化に関する措置の実施状況
(2) 移動等円滑化するために(1)と相まって取り組む措置の

実施状況
Ⅱ 旅客施設及び車両等の移動等円滑化の達成状況

公共交通事業者等が、毎年度、公表

国土交通大臣が、公共交通事業者等に対して、勧告
（※旅客施設及び車両等に係る技術水準等の事情を勘案）

国土交通大臣が、公表

公共交通事業者等が、毎年度、計画作成
Ⅰ 課題及び今後の対応方針
Ⅱ 移動等円滑化に関する措置
Ⅲ 移動等円滑化するためにⅡと相まって取り組む措置
Ⅳ 前年度計画書との比較
Ⅴ その他計画に関連する事項

ハード・ソフト計画制度

勧告に従わなかったとき

必要があると認めるとき

※輸送人員数が相当数であること等の要件に該当する者のみ

・施設・車両等の施設整備 ・乗降についての介助、旅客施設における誘導等の旅客支援
・適切な情報の提供 ・職員等に対する教育訓練

・公共交通事業者等が上記の目標を達成するために整備するべき推進体制等を定めること 等

公共交通事業者等の判断基準 国土交通大臣が、以下についてメニューを定めて公表

事業者が取り組むべき措置の
具体的な内容

達成すべき目標

計画的に取り組むべき措置



ハード・ソフト取組計画 令和2年度移動等円滑化取組計画書の作成状況

令和元年度より、一定規模以上の公共交通事業者等（利用者の約９割をカバー）にあっては、バリアフリ
ー法に基づき、毎年度ハード・ソフト両面の取組に関する「移動等円滑化取組計画書」を国に提出し、また
当該計画書を公表することが義務づけられています。

※対象事業者の公表先を一覧でまとめたのでご参考にして下さい。
＜事業者一覧ページ＞
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000211.html

モード別 対象事業者数 提出事業者数

1.鉄道 71 71
2.軌道 26 26
3.乗合バス 141 141
4.バスターミナル 20 20
5.貸切バス 5 5
6.タクシー 75 75
7.旅客船ターミナル 7 7
8.旅客船 6 6
9.航空旅客ターミナル 28 28
10.航空機 11 11

合計 390 390

■モード別対象者数及び提出数



ハード・ソフト取組計画 令和2年度移動等円滑化取組計画書の作成状況

旅客施設
北海道 東北 関東 北陸信

越
中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄

鉄軌道 ５ ２ ３２ ５ １２ ２３ ４ ５ ８ １

バスターミナル ４ １ １ ２ ４ － ２ － ６ －

旅客船ターミナ
ル

－ － － １ － － ２ １ ２ １

航空旅客ターミ
ナル

３ ３ ３ １ １ ２ ２ ４ ６ ３

北海道 東北 関東 北陸信
越

中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄

鉄軌道 ５ ２ ３２ ５ １２ ２３ ４ ５ ８ １

バス（乗合・貸
切）

３ ８ ５４ １０ １３ ２６ ９ ４ １７ ２

タクシー ７ ３ ３１ １ １４ １１ １ － ７ －

旅客船 － － － － － １ ２ １ ２ －

航空機 １１

車両等

■モード別地域別提出数



ハード・ソフト取組計画 移動等円滑化取組計画書の作成状況（中部）

令和元年度より、一定規模以上の公共交通事業者等にあっては、バリアフリー法に基づき、毎年度、ハード
・ソフト両面の取組に関する「移動等円滑化取組計画書」を国に提出し、また、当該計画書を公表することが
義務づけられています。下線が付いている事業者は事業者ホームページで公表しています。

【中部ブロック】

5

［航空旅客ターミナル事業者］
・中部国際空港（株）

［鉄道事業者・軌道経営者］
・伊豆箱根鉄道 ・静岡鉄道 ・遠州鉄道

・豊橋鉄道 ・名古屋鉄道 ・名古屋市交通局
・愛知環状鉄道 ・名古屋臨海高速鉄道 ・四日市市
・東海旅客鉄道

［バスターミナル事業者］
・ジェイアールセントラルビル（株） ・名古屋鉄道（株）※各営業所にて公表 ・静岡鉄道（株）※本社営業所にて公表
・名古屋市

［乗合バス事業者］
・名古屋市 ・ジェイアール東海バス（株） ・名鉄バス（株）※名古屋中央営業所にて公
・しずてつジャストライン（株）※西久保営業所にて公表 ・遠州鉄道（株）※本社営業所にて公表 ・富士急静岡バス（株）※鷹岡営業所にて公表
・富士急シティバス（株）※本社営業所にて公表 ・伊豆箱根バス（株）※各営業所にて公表 ・岐阜乗合自動車（株）※柿ヶ瀬営業所にて公表
・濃飛乗合自動車（株）※高山営業所にて公表 ・東濃鉄道（株）※多治見営業所にて公表 ・三重交通（株）

［貸切バス事業者］
・名鉄観光バス（株）※名古屋営業所にて公表



ハード・ソフト取組計画 移動等円滑化取組計画書の作成状況（中部）

令和元年度より、一定規模以上の公共交通事業者等にあっては、バリアフリー法に基づき、毎年度、ハード
・ソフト両面の取組に関する「移動等円滑化取組計画書」を国に提出し、また、当該計画書を公表することが
義務づけられています。下線が付いている事業者は事業者ホームページで公表しています。

【中部ブロック】

6

［タクシー事業者］
・名鉄交通第四（株）※本社営業所にて公表 ・愛電交通（株）※本社営業所にて公表 ・名鉄知多タクシー（株）
・名古屋エムケイ（株）※本社営業所にて公表 ・静鉄タクシー（株）※本社営業所にて公表 ・名古屋近鉄タクシー（株） ※本社営業所にて公表
・三重近鉄タクシー（株） ・名鉄西部交通西部（株）※本社営業所にて公表 ・名鉄西部交通北部（株） ※本社営業所にて公表
・名鉄東部交通（株） ・名鉄四日市タクシー（株） ・名鉄交通第一（株）※本社営業所にて公表
・名鉄交通第二（株）※本社営業所にて公表 ・名鉄交通第三（株）※本社営業所にて公表



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

中部地方整備局のバリアフリーの取り組み

国土交通省 中部地方整備局

令和３年 ６月３０日

資料９－１



中部地方整備局視覚障害者にやさしい公的トイレの取り組み

○視覚障害者がトイレ施設の男女の識別や衛生面から接触に問題がある空間内での設備の位置
把握における不自由さを改善し、視覚障害者にやさしいトイレとするため、視覚障害者・支
援団体・デザイン専門学校学生・自治体等とともに改善策を検討
○令和２年度は、静岡県内の直轄駐車場（道の駅など13箇所）のトイレを対象に、衛生面や耐
久面からの素材検討等の上で、｢立体ピクトグラムによる案内」を試行的に実施
○令和３年度は、「試行設置した立体ピクトグラムの効果検証と他施設への設置拡大」、｢壁を
使った案内誘導」、｢健常者に補助を呼びかける広報｣の実施に向けた検討を行う

改善策① 改善策② 改善策③

立体ピクトグラムによる案内 壁を使った案内誘導 健常者に補助を呼びかける広報

令和３年度検討予定

丸がピリオド（終着点）の役割

静岡駅北口駐車場（エキパ）
での施工事例

ABS樹脂を素材に活用

令和３年度検討予定



中部地方整備局官庁営繕におけるバリアフリーの取り組み事例

各階ごとに異なる機能を備えた多機能トイレ

ＵＤレビュー（施工段階）高山地方合同庁舎での取組事例

隣接する「総合福祉センター」の機能を

補完するユニバーサルデザインの取組

「高山市社会福祉協議会」の意見を反映

したＵＤレビューを実施

３階 ４階

１階 ２階












